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まえがき

この規格は，工業標準化法第 14条によって準用する第 12条第 1項の規定に基づき，社団法人軽金属溶

接構造協会(JLWA)から，工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり，日本工業標準

調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本工業規格である。

これによって，JIS Z 3105:1993は改正され，また，JIS Z 3108:1986及び JIS Z 3109:1988は廃止・統合

され，この規格に置き換えられる。

JIS Z 3105には，次に示す附属書がある。

附属書 1（規定）アルミニウム板の突合せ溶接継手の撮影方法及び透過写真の必要条件
附属書 2（規定）アルミニウム管の円周溶接継手の撮影方法及び透過写真の必要条件
附属書 3（規定）アルミニウム板のＴ溶接継手の撮影方法及び透過写真の必要条件
附属書 4（規定）透過写真によるきずの像の分類方法
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日本工業規格　　　 JIS
Z 3105：2003

アルミニウム溶接継手の放射線透過試験方法
Methods of radiographic examination for welded joints in aluminium

1. 適用範囲　この規格は，アルミニウム及びアルミニウム合金（以下，アルミニウムという。）の溶接継

手を，工業用 X線フィルムを用いて X線又はγ線（以下，放射線という。）による直接撮影方法によって

試験を行う放射線透過試験方法について規定する。

2. 引用規格　次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成す

る。これらの引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。

JIS H 4000　アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条

JIS K 7627　工業用Ｘ線写真フィルム－第 1部：工業用 X線写真フィルムシステムの分類

JIS Z 2300　非破壊試験用語

JIS Z 2306　放射線透過試験用透過度計

JIS Z 3861　溶接部の放射線透過試験の技術検定における試験方法及び判定基準

JIS Z 4560　工業用γ線装置

JIS Z 4561　工業用放射線透過写真観察器

JIS Z 4606　工業用 X線装置

3. 定義　この規格で用いる主な用語の定義は，JIS Z 2300によるほか，次による。

a) 母材の厚さ　使用されたアルミニウム材の呼び厚さ。突合せ溶接継手で母材の厚さが異なる場合は，

通常薄い方の厚さとする。

b) 試験部　試験対象となる溶接金属及び熱影響部を含んだ部分。

4. 透過写真の像質の種類　透過写真の像質は，A級，B級，P0級, P1級，P2級及び F級の 6種類とする。

これらの像質は，溶接継手の形状ごとに表 1に示すように適用する。

表 1　透過写真の像質の適用区分

溶接継手の形状 附属書 像質の種類
アルミニウム板の突合せ溶接継手及び撮影時の幾何学
的条件がこれと同等とみなせる溶接継手

附属書 1 A級，B級

アルミニウム管の円周溶接継手 附属書 2 A級，B級，P0級，P1級，P2級
アルミニウム板の T溶接継手 附属書 3 F級

5. 試験技術者　放射線透過試験を行う技術者は，JIS Z 3861に規定する試験に合格した者又はこれと同

等以上の技量をもつ者とする。


